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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２４年１２月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年１０月１４日（金） １５時００分ごろ 

発生場所 山形県酒田市酒田港第２区 

 酒田市所在の酒田灯台から真方位１９２°２,２８０ｍ付近 

 （概位 北緯３８°５５.６′ 東経１３９°４８.６′） 

事故調査の経過  平成２３年１１月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 龍神
りゅうじん

、５トン未満 

   ２１１－１０７１２山形、個人所有 

   １０.２４ｍ（Lr）×２.６２ｍ×１.１１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１５４.５０kＷ、昭和６３年５月 

Ｂ プレジャーモーターボート Ｅｌｙｎａ
エ リ ー ナ

、５トン未満 

   ２１１－１０６８４山形、個人所有 

   ５.９６ｍ（Lr）×２.１３ｍ×０.９５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、４４.１３kＷ、昭和５７年 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３６歳 

   一級小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 平成１７年６月２３日 

    免許証交付日 平成２１年１０月２２日 

           （平成２６年１０月２１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ２７歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免 許登録日 平成２３年４月２５日 

    免許証交付日 平成２３年４月２５日 

           （平成２８年４月２４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船首両舷喫水線部に擦過傷 

Ｂ 左舷中央部に破口、左舷側及び船外機頂部に擦過傷（全損処理）

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客７人を乗せ、船長Ａが、

操舵室右舷側にある操縦席で腰を掛け、手動操舵により酒田港に向け



- 2 - 

て航行した。 

 船長Ａは、酒田港の南防波堤と北防波堤（以下、それぞれ「南防波

堤」及び「北防波堤」という。）との間において、速力（対地速力、

以下同じ。）約１２ノットに減速して酒田港北防波堤灯台を左舷正横

付近に見て左回頭したのち、船首方に酒田港第２号灯浮標を視認して

船首目標とし、０.１２５海里（Ｍ）のレーダーレンジで船首方に船

舶が映っていないのを確認したが、Ｂ船がＡ船の前路に漂泊している

ことに気付かず、最上川右岸の導流堤と本港地区の陸岸とに形成され

た水路（以下「本件水路」という。）を南東進した。 

 船長Ａは、ふだんは他船からの航走波を視認することによって他船

の存在を気付くこともあったが、本事故前、航走波が認められず、前

方を見ていたものの、操縦席の左舷側の椅子に腰を掛けた釣り客１人

と話をしながら、同じ針路及び速力で航行中、平成２３年１０月１４

日１５時００分ごろ異音を聞いて船首が乗り揚がったので、操縦ハン

ドルを後進にして左舷船首を見たところ、Ｂ船に船長Ｂが立っている

のを認め、Ｂ船と衝突したことを知った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、酒田港の本件水路を航行中、酒

田灯台から真方位１９２°２,２８０ｍ付近において、燃料切れで船

外機が停止したが、付近を航行するプレジャーボートが見えたので、

そのプレジャーボートが通り過ぎたのち、予備の燃料タンクに切り換

える作業を開始した。 

 船長Ｂは、船尾甲板で燃料タンクを切り換えていたとき、左舷方か

ら機関音が聞こえたので振り向いたところ、約５０ｍ先にＢ船に向け

て接近するＡ船を認めた。 

 船長Ｂは、Ａ船がＢ船に気付いていないと思い、立ち上がって両手

を振り、大声を出したが、Ａ船の針路及び速力が変わらなかったの

で、船尾から操縦席に逃げた１５時００分ごろＡ船の船首部とＢ船の

左舷船尾部とが衝突した。 

 Ｂ船は、Ａ船により大浜ふ頭付近の係留地にえい
・ ・

航された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風速 ５.９m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ未満 

 その他の事項 

 

 本件水路は、南防波堤から南東方に延びる最上川右岸の導流堤と北

防波堤及び本港地区の陸岸に囲われ、１０ｍの維持水深であり、北防

波堤付近で屈曲し、水路の長さが約１,６００ｍ、幅が約１６０～１

８０ｍである。 

 Ａ船が北防波堤を通過した場所から、本事故発生場所までの距離

は、約８００ｍであった。 

 船長Ａは、本件水路で漂泊する船舶を今までに認めたことがなかっ

た。 

 船長Ａは、本事故前、レーダーは０.１２５Ｍレンジで使用してい
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たが、その後、レンジを変えなかった。 

 Ａ船の釣り客は、２人が操舵室前の船首甲板で横になり、２人が船

尾甲板に、２人が操舵室前の船室にそれぞれおり、１人が操舵室の椅

子に腰を掛けていた。 

 船長Ａ及び釣り客は、全員救命胴衣を着用していた。 

 Ｂ船は、燃料タンクの容量が約２０ℓであり、計５個の燃料タンク

を積み、本事故当時、２個の燃料タンクを使い切っていた。また、Ｂ

船には、燃料の油量計がなく、燃料タンクの切換えは、ふだんは２～

３分の作業であった。 

 船長Ｂは、ふだん使用する船舶が修理中であったので、Ｂ船を使用

した。 

 Ｂ船は、音響信号器具として救命胴衣に付いた笛を備えていたが、

船長Ｂは使用しなかった。 

 船長Ｂは、本事故当時、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、酒田港の本件水路を南東進中、船長Ａが、０.１２５Ｍの

レーダーレンジで確認したところ、他船が映っておらず、他船からの

航走波を視認することもなかったので、船首方に他船はいないと思い

込み、前方を向いていたものの、隣にいた釣り客と会話を行い、見張

りを適切に行っていなかったことから、前路で漂泊中のＢ船に気付か

ず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、酒田港の本件水路で漂泊して燃料タンクの切換え中、船長

Ｂが、左舷方から接近するＡ船を視認したので、立ち上がって両手を

振り、大声で叫びながら注意を喚起したが、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

原因  本事故は、酒田港の本件水路において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が漂

泊して燃料タンクの切換え中、船長Ａが、見張りを適切に行っていな

かったため、Ｂ船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・周囲の見張りを適切に行うこと。 

・漂泊中であっても周囲の見張りを行い、接近する他船があれば、

有効な音響信号を行って注意を喚起すること。 

・燃料タンクを切り換える際、見通しの良い場所で行うこと。 

・救命胴衣を着用すること。 

 




